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令和２年度「不正改造車を排除する運動」における
新型コロナウイルス感染症への適切な対応について

「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについては、本年３月２３

日付け全タク連発第１９１号において周知したところですが、新型コロナウイル

ス感染症に係る緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことなどを踏まえ、

、 、今般 国土交通省自動車局整備課長及び安全・環境基準課長から全タク連に対し

別紙のとおり通知がありましたので、了知されるとともに適切なご対応をお願い

します。
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